
 （記者配布資料） 

令和６年５月２７日 

競争入札参加停止措置について

下記のとおり競争入札参加停止措置を行いましたのでお知らせします。 

対象業者

（商  号）共立機工（株）

（所 在 地）福岡市早良区小田部２丁目４―１５

（代 表 者）代表取締役 桑原 雄三

（本市登録）登録業種：物品（給排水資材、鋼材）

  業者番号：５０７２

措置内容 令和６年５月２７日から１０カ月間の競争入札参加停止（令和７年３月２６日まで） 

根 拠 福岡市競争入札参加停止等措置要領 別表第２第２号ア（贈賄）

事件概要

上記業者の代表取締役ら２名が、福岡県直方市発注の浄水場施設の運転管理業務をめぐり、同市

職員に９０万円相当の物品を供与したとして、令和６年５月２３日、福岡県警に贈賄容疑で逮捕さ

れたもの。

問い合わせ先：財政局財政部契約監理課 小池 

TEL 711－4306  (内1572)

○ 福岡市競争入札参加停止等措置要領

別表第２  贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

（贈賄）

２  次のア、イ又はウに掲げる者が本市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、

又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

９ヵ月以上１８ヵ月以内 


